
　
　
介
護
福
祉
従
事
者
へ
の
市

長
の
思
い
は
。

　
　

市
長　

感
染
の
恐
怖
に

耐
え
な
が
ら
懸
命
に
取
り
組
ん

で
い
る
皆
様
に
深
く
感
謝
。

　
　
偏
見
や
風
評
被
害
を
受
け

な
い
た
め
の
方
策
は
。

　
　

健
康
福
祉
部
長　
正
し

い
情
報
に
基
づ
い
た
冷
静
な
行

動
を
。

　
　
全
国
の
福
祉
施
設
で
の
ク

ラ
ス
タ
ー
を
把
握
し
て
い
る
か
。

　
　
把
握
し
て
い
る
。

　
　
感
染
対
策
に
対
し
て
の
支

援・指
導
は
。

　
  

厚
生
労
働
省
か
ら
の
情
報

を
随
時
各
事
業
所
と
共
有
し
、

支
援
、指
導
。

　
　

介
護
福
祉
資
材
を
調
達

し
、ス
ト
ッ
ク
で
き
な
い
か
。

　
　
各
施
設
で
備
蓄
を
お
願
い

し
た
い
。

　
　
感
染
者
が
発
生
し
た
施
設

へ
の
人
的
支
援
の
連
携
体
制

は
。　  　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
同一法
人
の
間
で
対
応
を
。

　
　
感
染
時
の
食
事
提
供
体
制

は
。 

　
　
事
業
所
等
が
集
ま
る
サ
ー

ビ
ス
調
整
会
議
等
で
、配
食
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て
検
討
。

　
　
自
宅
待
機
の
利
用
者
及
び

家
族
へ
の
サ
ポ
ー
ト
は
。

　

  

事
業
所
に
よ
る
訪
問
サ
ー

ビ
ス
へ
の
切
り
替
え
や
電
話
等

で
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
。

　
　
海
部
地
区
広
域
で
利
用
者

を
受
け
入
れ
る
体
制
を
取
れ
な

い
か
。

　
　
今
後
、
首
長
会
議
等
で
緊

急
時
に
は
柔
軟
な
対
応
を
要

求
。

　
　
介
護
報
酬
の
減
額
を
行
わ

な
い
等
の
柔
軟
な
取
扱
い
は
可

能
か
。

　
　
可
能
。

   
　
面
会
制
限
の
解
除
の
タ
イ

ミ
ン
グ
と
市
民
へ
の
周
知
は
。

　
　

健
康
福
祉
部
長　
業
界

団
体
で
段
階
的
に
解
除
。
各
施

設
の
状
況
を
情
報
共
有
で
き
る

仕
組
み
を
段
取
り
し
て
い
る
。

　
　
成
年
後
見
利
用
促
進
基
本

計
画
は
、
ど
の
よ
う
に
策
定
す

る
か
。

　
　
ま
ず
は
セ
ン
タ
ー
を
立
ち

上
げ
、
そ
の
後
セ
ン
タ
ー
と
調

整
し
な
が
ら
策
定
。

　
　
準
備
過
程
は
。

　
　
令
和
３
年
度
中
と
な
っ
て

い
た
が
も
う
少
し
後
に
な
る
予

定
。

　
　
介
護
保
険
事
業
計
画
・
高

齢
者
福
祉
計
画
の
今
後
の
方
向

性
は
。

　
　
新
し
い
生
活
様
式
に
沿
っ

た
予
防
事
業
等
の
や
り
方
や
、

新
し
い
事
業
の
創
設
に
つ
い
て

明
記
し
て
い
く
。

問
答

コロナ禍での今後
の介護施策は

新しい生活様式に
沿って工夫

　

  

業
務
の
効
率
化
、
見
直
し

が
で
き
な
い
か
。

　
　

書
類
等
の
簡
略
化
を
行

う
。

　

  

新
し
い
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で

は
。

　
　
ミ
ニ
元
気
塾
の
よ
う
な
予

防
教
室
を
検
討
。

　
　
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を
年

齢
一
律
で
配
布
で
き
な
い
か
。

 　
　
で
き
な
い
。

　
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と

付
き
合
い
な
が
ら
、
う
つ
や
認

知
機
能
の
悪
化
を
防
ぐ
方
策

は
。

　
　
広
報
誌
に
体
操
や
ス
ト
レ

ッ
チ
情
報
の
掲
載
。

　
　
今
後
、
成
年
後
見
制
度
を

利
用
す
る
方
が
増
え
て
い
く
こ

と
を
ど
う
考
え
る
か
。

　
　
相
談
体
制
を
充
実
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
急
務
。

江崎 貴大 議員
無会派

国の補助金等を活用答
コロナ禍での福祉体制の強化を問

問問

問 答答問答問問

問

答答

答答 答

問問問 答答答問

問

答

問答問問問問問問 答答答答答 答

▲元気塾の様子
介護施設での面会対応指針 （全国老人福祉施設協議会による）

都道府県
北海道、埼玉、
千葉、東京、
神奈川

みとり期に限り
面会認める

みとり期に
限り

面会認める

一定条件で
面会可能

面会
全般可能

一定条件で
面会可能

茨城、石川、
岐阜、愛知、
京都、大阪、
兵庫、福岡
上記以外の34県 面会全般可能

6/19～～6/18 7/10～

議
案
等
の
賛
否
状
況一覧

５
月
臨
時
会・６
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

一般
質
問

お
し
ら
せ
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